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          緊急事態宣言が発令された場合の対応について 

 

 

 冬季休暇中は感染予防にご協力をいただきありがとうございました。おかげさまで無事に新学期

を迎えることができました。 

 さて、年末年始を中心とした全国的な感染拡大を受け本日緊急事態宣言が発令されますが、発令

期間中は以下の通りに対応をしてまいります。ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

1. 部活動について 

● 緊急事態宣言発令期間中（1月7日～）は活動しない（ただし、期間中に公式戦が予定さ

れているクラブについては配慮する）。 

2. 日課および登下校について 

    ※以下は12日からの日課。7日・8日の実力テストは予定通りの時程で実施。 

● 特別日課Ⅳ（40分授業）とする（高3特別講習も特Ⅳで実施）。 

● 登校は中学生が9時。登校後、チェックシートの確認。確認後、朝読書。 

      高校生は9時10分。登校後、チェックシートの確認。第1校時開始9時30分。 

● 下校は混雑回避のため、中学・高1・高2で3日に1回ずつ30分遅らせる分散下校とす

る。  



● 最終下校時刻は17時とする（期間中に公式戦が予定されているクラブについては別途指

示する）。   

3. 授業および昼食時について 

● これまでと同様、最大限感染防止に取り組みながら実施する。 

4. 中学・高校入試について 

● 予定通り実施する。 

5. 感染防止について 

● 不要不急の外出は行わない。 

● 特に、感染リスクの高い場所（カラオケ、ゲームセンター、遊園地、など不特定多数の

者が集まる場所）には行かない。 

● マスクの着用、手洗い・うがい、消毒、などこれまでと同様の感染防止策を徹底して行

うる。 

● これまで以上に体調管理を徹底して行い、体調に異常がある場合は登校しない。 

6. その他 

● 保護者の皆様におかれましても、家庭内感染による感染が広がっていることから、昼夜

問わず大人数での会食や感染リスクが高い場所への出入りを自粛していただきますよう

お願いいたします。 

● 生徒本人およびご家庭内で感染が疑われる場合は速やかに学校に連絡をしてください。 

 

 

 

 

 


